
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 会計名：豊川市水道事業会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

基 本 方 針

区　　分

・給水人口、有収水量ともにの大きな伸びは期待できない。
・現行水道料金を維持し、各種事業を展開すること。
・料金係業務の包括委託の実施により業務の民営化の推進を図る。
・実施計画で掲げた事業に沿った工事内容とする。

豊川市水道事業中期経営計画

平成１９年度～平成２３年度

人員適正化計画の目標達成、水道ビジョン及び実施計画に沿った事業展開

市ホームページなど公 表 の 方 法 等

豊川市長　山 脇　実

内　　　容

計 画 名

10.0(平成19年度)

　■　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　■　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

〔合併期日：平成18年2月 1日　合併前市町村：宝飯郡一宮町　 水道事業につき統合有り〕
〔合併期日：平成20年1月15日　合併前市町村：宝飯郡音羽町及び御津町　 水道事業につき統
合有り〕
〔合併期日：平成22年2月 1日　合併前市町村：宝飯郡小坂井町　 水道事業につき統合有り〕

92.7(平成19年度)

職員数※  (H19. 4. 1現在)

末端給水事業（水道事業）

■適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

57豊川市

78(平成19年度) 5,132(平成19年度)

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和２３年１０月 地方公営企業法の適用・非適用

0.96(平成19年度)

利益剰余金又は積立金（百万円） 1,563(平成19年度)

既存計画との関係

団　　体　　名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

計画策定責任者

資金不足比率    （％）

計 画 期 間



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償 金免 除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

38公営企業金融公庫資金 18 20

旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

288

34 19 53

繰上償還希望額

旧 資 金 運 用 部 資 金
140 148繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

382,322

合　　計

69,610

36,455

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 0 17,031 19,424

公営企業で負担するもの (A)-(B)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 69,610 139,980 172,732

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)
(平成19年度末残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高) 合　　計

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (B)

水道事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

69,610

139,980

139,980 172,732

382,322

382,322

172,732

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

36,4550 17,031 19,424

0 17,031 19,424 36,455

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

水道事業
公
営
企
業
債

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 経年管・経年施設の計画的な設備投資、事業費の平準化経年管・経年施設の計画的な設備投資、事業費の平準化経年管・経年施設の計画的な設備投資、事業費の平準化経年管・経年施設の計画的な設備投資、事業費の平準化

課 題 ② 水道料金に係る業務の委託化水道料金に係る業務の委託化水道料金に係る業務の委託化水道料金に係る業務の委託化

課 題 ③ 危機管理体制の強化と災害に強い水道づくり危機管理体制の強化と災害に強い水道づくり危機管理体制の強化と災害に強い水道づくり危機管理体制の強化と災害に強い水道づくり

課 題 ④ 技術の継承と定員管理技術の継承と定員管理技術の継承と定員管理技術の継承と定員管理

課 題 ⑤ 現行水道料金の維持現行水道料金の維持現行水道料金の維持現行水道料金の維持

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容
・平成２２年２月１日に旧宝飯郡小坂井町との事業統合の結果、給水人口も約１８
６，０００人となり、平成１７年度より始まった旧宝飯４町との合併も区切りとなっ
た。財務状況では、合併以前より当期純利益が１億円前後で推移しており、健全経営
を維持していると考えているが、景気悪化の影響から今後の給水収益の増加は見込め
ないうえ、「総収支比率」「経常収支比率」では全国、同規模事業体平均と比べ低い
ため更なる経営努力が必要である。

特になし

・本市の水道料金は平成９年度から据え置かれ、県下の水道事業体では中位レベルで
ある。中期的には、現行の料金体系を維持するため、収入確保・コスト削減・事業費
平準化等経営努力に邁進します。

・今後、労務職員の大量退職が予定され、技術の継承は重要な課題と認識している。
一定レベルの危機管理能力を維持することを優先課題にし、再任用職員や嘱託職員、
委託化等総合的な見地から将来的な組織のあり方を検討したい。

・合併したことで管理する施設も増え、改めて災害時の危機管理体制を構築する必要
性を感じている。主要施設の耐震化を積極的に進め、災害に強い水道事業として応急
復旧・応急給水の体制強化を模索する。

・経営基盤安定のため、事務事業の見直しは水道事業の責務である。
委託化によるコスト削減及び増加傾向にある未収金の徴収強化を目的として平成２０
年度より委託化する。（実施済）

・高度成長期に急速に設備投資した水道施設更新時期の到来に伴い、近い将来多額の
事業費が必要となる.現行の水道料金を維持することを前提として、平成21年6月に策
定した水道ビジョンに沿って事業を進める。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業） フォローアップ用フォローアップ用フォローアップ用フォローアップ用
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) （合算決算） （合算決算） （合算決算） （計画） （実績） （計画） （見込）

１． (A) 2,414 2,419 2,499 2,478 2,442 3,271 3,219 3,095 3,082 3,089 3,077 3,081

(1) 2,329 2,350 2,421 2,395 2,368 3,118 3,060 2,950 2,957 2,971 2,952 2,956

(2) (B)

(3) 85 69 78 83 74 153 159 145 125 118 125 125

２． 2 2 3 2 2 33 44 36 15 29 15 15

(1)

(2) 2 2 3 2 2 33 44 36 15 65 15 15

(C) 2,416 2,421 2,502 2,480 2,444 3,304 3,263 3,131 3,097 3,118 3,092 3,096

１． 2,108 2,068 2,137 2,198 2,165 2,883 2,894 2,838 2,833 2,835 2,844 2,830

(1) 371 338 334 375 373 436 492 304 306 316 306 347

194 181 175 180 161 201 201 160 145 143 145 140

31 26 28 59 89 70 120 8 29 53 29 100

146 131 131 136 123 165 171 136 132 120 132 107

(2) 1,078 1,069 1,134 1,141 1,108 1,508 1,469 1,572 1,577 1,574 1,569 1,526

84 86 85 82 84 115 121 111 115 110 115 118

21 24 106 75 48 99 70 116 63 49 63 58

6 3 4 4 4 4 1 1 1 3 1 2

967 956 939 980 972 1,290 1,277 1,344 1,398 1,412 1,390 1,348

(3) 659 661 669 682 684 939 933 962 950 945 969 957

２． 243 224 202 186 167 174 148 134 128 128 122 123

(1) 231 214 197 177 157 160 130 112 106 105 100 100

(2) 12 10 5 9 10 14 18 22 22 23 22 23

(D) 2,351 2,292 2,339 2,384 2,332 3,057 3,042 2,972 2,961 2,963 2,966 2,953

(C)-(D) (E) 65 129 163 96 112 247 221 159 136 155 126 143

(F) 1 1 1 1 1 1

(G) 4 4 3 5 14 5 43 18 9 5 9

(F)-(G) (H) -4 -4 -2 -4 -13 -5 -43 -17 -9 -4 -8

61 125 161 92 99 242 178 142 127 151 126 135

(I) 393 450 510 549 571 700 730 730 734 734 734 734

(J) 1,642 1,822 2,346 2,345 2,735 3,524 3,948 4,385 3,643 4,470 3,643 3,605

562 418 444 393 409 597 526 583 390 475 390 484

(K) 466 368 603 408 812 544 544 678 787 648 787 480

435 330 558 370 423 501 506 632 385 603 385 435

(L)
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B)

(M)

(A)-(B) (N) 2,414 2,419 2,499 2,478 2,442 3,271 3,219 3,095 3,082 3,089 3,077 3,081

１． 154 95 117 144 60 42

２． 32 33 35 6 16 21

３．

４． 12 12 14 11 12 41 6 93 6 13 6 15

５．

６． 25 43 4 22 27

７． 1

８． 460 355 342 334 294 418 319 374 272 252 280 331

９． 128 129 91 91 70 70

(A) 658 521 551 499 382 544 453 623 369 356 356 416

(B)

(A)-(B) (C) 658 521 551 499 382 544 453 623 369 356 356 416

１． 913 775 827 686 580 1,124 831 1,239 1,494 1,246 1,729 1,613

88 92 94 84 75 113 86 88 107 102 107 95

２． 316 335 347 455 380 583 443 236 221 221 204 204

３． 17 3

４． 454

５． 20 11 7 17 42 10 72 11 8 10

(D) 1,249 1,110 1,185 1,148 977 2,220 1,287 1,547 1,726 1,475 1,943 1,817

 (D)-(C) (E) 591 589 634 649 595 1,676 834 924 1,357 1,119 1,587 1,401

１． 570 573 554 540 484 1,360 758 729 1,217 991 1,437 1,286

２． 1 61 95 100 203

３．

４． 20 16 19 14 11 113 76 195 140 128 150 115

(F) 591 589 634 649 595 1,676 834 924 1,357 1,119 1,587 1,401

284 287 284 316 286 621 767 797 855 855 982 1,006

6266 6026 5796 5485 5164 5,132 4,690 4,454 4,233 4,233 4,029 4,029

6266 6026 5796 5485 5164 5,132 4690 4,454 4,233 4,233 4,029 4,029

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) （合算決算） （合算決算） （合算決算） （計画） （実績） （計画） （見込）

63 63 72 79 71 131 133 140 120 114 120 124

3 3 2 4 2 22 7 6 4 4 4 4

60 60 70 75 69 109 126 134 116 110 116 120

46 46 49 18 28 62 6 93 6 13 6 15

12 12 14 11 28 31 6 15 6 13 6 15

33 33 35 7 31 78

平成22年度

（計画第４年度）

平成22年度
（計画第４年度）

（単位：百万円）
平成23年度
（計画第５年度）

平成23年度

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

）

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

流 動 資 産

流 動 負 債

特 別 損 益

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 出 資 金

×100

累 積 欠 損 金 比 率 （

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

他 会 計 借 入 金

そ の 他

そ の 他

資

本

的

支

出
計

×100

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

うち料金収入に計上すべき繰入等

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

支 出 計

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

収 入 計

基 本 給

営 業 外 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

修 繕 費

経 費

支 払 利 息

補 助 金

他 会 計 補 助 金
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（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込) （計画） （実績） （計画） （見込）

資金不足比率 (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

料金回収率※ (％) 99.0 102.4 103.2 100.5 101.5 103.8 101.0 100.0 100.2 100.8 99.9 100.7

総収支比率（法適用） (％) 102.6 105.4 106.9 103.9 104.2 107.9 105.8 104.7 104.3 105.1 104.2 104.6

経常収支比率（法適用） (％) 102.8 105.6 107.0 104.0 104.8 108.1 107.3 105.3 104.6 105.2 104.2 104.8

営業収支比率（法適用） (％) 114.5 117.0 116.9 112.7 112.8 113.5 111.2 109.1 108.8 109.0 108.2 108.9

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 2.6 2.6 2.9 3.2 2.9 4.0 4.1 4.5 3.9 3.7 3.9 4.0

うち基準内繰入金 (％) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

うち基準外繰入金 (％) 2.5 2.5 2.8 3.0 2.8 3.3 3.9 4.3 3.7 3.5 3.8 3.9
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 7.0 8.8 8.9 3.6 7.3 11.4 1.3 14.9 1.6 3.7 1.7 3.6

うち基準内繰入金 (％) 1.8 2.3 2.5 2.2 7.3 5.7 1.3 2.4 1.6 3.7 1.7 3.6

うち基準外繰入金 (％) 5.0 6.3 6.4 1.4 0.0 5.7 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率

平成22年度
（計画第４年度）

平成23年度
（計画第５年度）

資本的収入分

収益的収入分



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

・下水道収納事務委託料、退職給与負担金等費用の相応負担の必要があるもののみとしてあります。
・以前のように一般会計から建設改良事業に対する元利償還金への出資金は平成１７年度を最後として受けていないのが現状であり、今
後も繰入れを受けずに事業展開することとしています。

・今後は、大規模な建設改良工事よりも、経年管等老朽化施設への更新事業が多くなると考えております。

・料金係の業務を民営化委託実施し、人件費等の費用削減・未収金の削減効果を見込んでいます。
・県水の承認基本給水料の見直しによる受水費の削減に取り組み、平成１９年度決算において２９百万円の効果がありました。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

・水道料金については、平成９年度に改訂した現行の水道料金を維持することを前提に、平成２２年度以降の収入見込は平成２１年度の
旧小坂井町決算との合算額からほぼ横ばいとした。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み



Ⅳ　経営健全化に関する施策

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

課題②
・水道料金に係る業務の委託化については、平成２０年度途中からの実施をしていますが、本市水道事業では、経費的な削減はもちろん、労務管理に係る業務
等細かな効果も期待しているとともに、増加傾向にある未収金・滞納整理業務についても民間のノウハウを活用して収納率の向上に努めたいと考えています。
その反面、市側から料金係業務のノウハウが無くなることを危惧しており、業務のマニュアル化等も並行して進める必要があると認識しています。

・本市には浄水場等施設が数多くあり、その点検業務も内容や施設の種類によって多岐にわたります。これまで、点検内容毎に業務委託の発注をしてまいりまし
たが、一括発注をすることで、契約業務等事務量の削減を考えています。
・３度の合併により施設数が大幅に増えたため、新市全体での水運用の効率化を図るため基本計画を策定し、施設の統廃合を検討していきます。
・平成１９年度の県水の受水申込みの承認基本給水量を下げたことで、平成１８年度と同じ水量を受水した場合と比較して約３０百万円の削減効果を生み出しま
した。しかしながら、自己水の取水能力の余力も少なくなっていますので、施設等維持管理費とのコスト比較の中で一番効率的な水運用を行いたいと思います。

課題②及び④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
本市水道事業では、平成１９年度、平成２１年度にそれぞれ合併（事業統合）したことにより、職員も増加いたしました。市で定める
「第３次定員適正化計画改訂版」に対応すべく、水道料金に係る業務の委託化を始めとして事務事業の効率化に努め、計画前年
度定員数に対し、１０％以上の削減を見込んでいます。

給与構造改革は、平成１８年４月１日に実施済みである。地域手当については、国の支給率が０％であることから、平
成１９年度末に条例を改正し、平成２２年度に廃止することとした。（平成２０年度５％、平成２１年度３％と段階的
に措置する。）

取組方針については、平成２０年度に公表した。
行（一）、行（二）の分離については、平成１９年度末に条例を改正し、平成２０年度から施行した。
行（二）の給与の水準については、昇格や昇給の運用によって、決して高い水準にあるわけではないが、住民の理解と
納得が得られるように総合的な点検を実施し、適切に対処していく。

退職時特昇の制度はない。（平成１６年７月１日廃止）

平成１７年度に互助会財政検討委員会を検討し、互助会事業の公費負担のあり方について見直しを行い、公費負担額を
平成１７年度予算ベースで３，８６０万円から１，４５０万円に削減した。
健康保険組合の事業主負担割合については、適正化に向けて、引き続き愛知県都市職員共済組合に働きかけていく。
【財政状況課題②】



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

課題①、③
・過去に布設された経年管や老朽化施設の更新及び災害対策としての管路・施設の耐震化は本市水道事業の今後の事業の柱となるものです。数
年後には多額の事業費が想定されるため具体的な事業費を算出し、事業費の平準化に努めたいと考えます。

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

項　　　　目

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

５　その他

・決算状況の公開はホームページ上で公開するとともに、上半期・下半期の業務報告を市民に対し明らかにしています。今後は、キャッシュフロー計算書も公開す
るようにしたいと思います。
・また、水道ビジョンについては、平成２１年６月にホームページ上にて公開しています。

・現在水道ビジョンに掲げられた１３７項目について、過去３カ年の数値の推移を算出しており、これらを活用した目標値設定を行い達成度合を評価
するようなシステム作りを検討したいと思います。

具　体　的　内　容



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。

Ⅱ（課題①）、Ⅳ（５その他）
・今後、高度経済成長期に投資した水道施設の更新時期が一斉に到来することが予測され、施設維持に相当の経費が必要となると考えられます。 現在策定中の平
成２２年度に策定した基本計画とともに「地域水道ビジョン」の見直しやアセットマネジメントに基づいた更新計画の検討を実施し、中長期さまざまなスパンで
今後の経営について検討していきます。
また、これと平行して、災害時における被害を最小限に止めるため「危機管理計画」及び「地震応急対策業務マニュアル」の策定を行うとともに、水道施設はも
ちろん災害時の拠点施設に繋がる配水管についても耐震化を推進する予定です。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

Ⅱ課題④、Ⅳ（１地方公務員の職員数の純減の状況）
・本市水道事業においては、現場労務職員の退職者の不補充、嘱託職員への切り替え等により平成１４年度に５０名（豊川市４７名＋旧一宮町３名）であった正
規職員を平成１９年度においては、平成１７年度の旧一宮町との合併後にもかかわらず４１名（うち再任用職員１名）まで削減しました。その後も度重なる合併
により職員数も一次的に増加することもありましたが、当初の目標として掲げていました料金業務の包括的な民間委託も実施され、再任用職員の活用も積極的に
行っ他結果、職員数、人件費ともに大きく削減ができました。今後も適切な人員配置に努めるとともに料金業務以外での委託化の検討も行いたいと思います。

Ⅱ（課題②④⑤）、Ⅳ（２）
・現行の水道料金は、平成９年度から据え置かれており、愛知県下の水道料金としては中位に位置している。これにより、三上浄水場の建設や台の山配水池建設
といった拡張事業を推進することができ、市民への安定給水に寄与することができたとともに、前述の人員配置の見直し等の経営努力により何とか黒字経営を
保った結果であると思います。
今後も現行の料金体系を維持するこを優先課題に、水道料金の未収金対策等の収入確保や業務委託の推進、事業費の平準化といった経営の効率化に向けた取組を
実施したいと思います。

・これまで、水道事業では、石綿管布設替事業や浄水場建設事業に係る元利償還金の一部について一般会計から繰出しを受けておりましたが、平成１８年度から
は調整の結果この繰出しを解消して水道独自で対応するに至り、費用の相応負担の必要あるもののみとなっております。今後も、真に自立した企業会計として事
業運営できるように努めたいと考えます。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度）

（決算） （決算） （決算） （決算） (決算見込) （計画） （実績） （計画） （見込）

 改善額（料金の適正化）※１

2  改 善 額 1 1 1 1 1 3

 改 善 額（負担金の確保等）

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

428 404 400 400 489 479 458 384 384 365 384 342

1 0 24 28 28 10 31 105 105 124 105 147 375

 改 善 額

 改 善 額

 改 善 額

50 48 47 47 60 57 54 46 46 46 46 46

1 -2 -2 -1 -3 -3 -8 0 0 0 0 -14

 改 善 額（適正化） 30 30

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額 8 2 10

6,266 6,026 5,796 5,485 5,164 5,132 4,690 4,454 4,233 4,233 4,029 4,029

-162 -240 -230 -311 -321 -541 -442 -236 -221 -221 -204 -204

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 159 408

53

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度）
（決算） （決算） （決算） （決算） (決算見込) （計画） （実績） （計画） （見込）

 給水人口　　　　　（千人） 130 131 132 140 140 186 186 186 186 185 186 186

 年間総有収水量　　（千㎥） 14,812 14,898 15,268 15,319 15,970 20,747 20,577 19,906 19,945 20,103 19,955 20,078

 公称施設能力　　（㎥／日） 60,800 60,800 60,800 65,000 65,000 86,510 86,510 86,510 86,510 86,510 86,510 86,510

 １日最大配水量　（㎥／日） 51,100 51,039 52,065 50,479 53,218 74,461 70,216 65,450 70,000 67,905 70,000 70,000

 最大稼働率　　　　（％） 85.4% 85.9% 86.7% 89.8% 88.8% 76.1% 80.1% 83.1% 77.8% 80.9% 77.9% 77.9%

 供給単価　　　　（円／㎥） 147.33 147.73 148.09 147.91 148.27 150.29 148.71 148.20 148.26 147.79 147.93 148.13

 給水原価　　　　（円／㎥） 148.89 144.24 143.50 147.16 146.03 144.79 147.20 148.25 147.96 146.55 148.13 147.03

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

平成23年度
（計画第５年度）

平成21年度
（計画第３年度）

平成22年度
（計画第４年度）

【収入の確保】

一般会計負担金の額

計画合計
（実績+計画）

目標又は実績

 増 減 数          (人)

　職員給与費（退職手当）

その他（借換・繰上償還による利息抑制）

工事コスト※２

維持管理費等　

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

給与水準

その他

職員給与費の適正化

職員数             (人)

人員削減に伴うもの

計画前５年間
実　績

平成22年度
（計画第４年度）

平成23年度
（計画第５年度）

計画前５年間改善額　合計

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

未収金の徴収対策（委託化による効果）

料金改定率

課　題

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減
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